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同窓会長あいさつ 

                             会長 川﨑 信文 

 

小暑の候、同窓生の皆さまには、ご清祥のこととお慶び申し上げます。また、日頃

より賀茂高等学校同窓会の運営についてご理解とご協力をいただき感謝申し上げま

す。  

さて，昨年２月以降拡大をいたしました新型コロナウイル感染症は、数度の波を経

ながら私たちの当たり前の日常や経済活動に大きな影響と変化をもたらしました。県

内においても２度目の緊急事態宣言が発出されるなど，いまだ不自由で不安な日々は

継続しています。そうした状況下、やむなく昨年度に引き続き同窓会総会及び懇親会

の中止（議案については書面審議対応）を判断させていただきました。同窓会にとっ

て重要な議決機関であり，会員相互の交流の場である定例の理事会や総会が会場にて

開催できないことは誠に残念ではございますが，改めて皆さまのご理解を賜りたく存

じます。 

今後，ワクチン接種の拡がりによって，以前の日常は少しずつ回復していくものと

期待されております。来年度（令和４年）は，昭和 47 年・57年・平成４年・12年・

22 年の同窓生の皆さんを当番回期として同窓会総会及び懇親会が開催できますよう，

引き続きご支援ご協力をよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

【令和３年度一般会計予算（案）について】 

 

 令和３年度一般会計予算の編成にあたっては，昨年度と同様，同窓会総会及び母校

の姉妹校交流事業の中止を踏まえ，弾力的な編成が求められています。昨年度はオン

ラインやリモート授業の推進を支援する目的で，予備費を活用して電子黒板及び短焦

点型プロジェクターを母校に寄贈いたしました。 

今年度の予算案では，昨年度までの支出の項目名「国際交流支援費」を「教育支援

費」に変更することで，国際交流活動をはじめ母校の教育活動を幅広く支援すること

としています。 

 年々，一般会計の繰越金は一定の割合で増加しております。母校は５年後の 2026年

に創立 120 周年を迎えることを踏まえ，記念事業及びその後の持続可能な組織運営を

基本としながら同窓会組織及び同窓生の交流ならびに母校の発展に資する会計に努

めて参ります。 

 

 

 

 

 



 

 

第１号議案 令和２年度会務報告並びに決算及び監査報告 

 

令和２年度会務報告 

 

期  日 会  務 

令和２年 ８月 ２日（日） 第 67回同窓会総会・懇親会中止 

令和２年 ９月１９日（土） 第１回会誌編集委員会 

令和２年１２月 ５日（土） 臨時理事会（20名参加） 

令和２年１２月２３日（日） 同窓会誌（かもあおい）第 12号発行 

令和３年 ２月１３日（土） 第 68回同窓会総会第１回当番幹事会中止 

令和３年 ２月２６日（金） 第 72回同窓会入会式中止 

令和３年 ３月 １日（月） 第 72回卒業証書授与式（卒業式当日記念品贈呈） 

令和３年 ４月１７日（土） 第 68回同窓会総会第２回当番幹事会（21名参加） 

令和３年 ５月１５日（土） 開校記念日（創立 115周年） 

令和３年 ６月２８日（月） 会計監査 

令和３年 ７月 ３日（土） 令和３年度理事・評議員会中止（書面審議対応） 

 

 

※同窓会誌（「かもあおい」）の発行について 

 

 
令和２年度 

（Vol.12） 

令和元年度 

（Vol.11） 

平成 30年度 

（Vol.10） 

平成 29年度 

（Vol.９） 

平成 28年度 

（Vol.８） 

発行部数  10,222部 10,774部 10,559部 10,802部 

入金件数  430件 404件 417件 568件 

入金総額  1073,000円 952,000円 1,065,000円 1,381,700円 

   

令和２年度（Vol.12）の発行概要については，本年９月ごろに名簿業者（サラト）

から連絡が入る予定です。 

同窓会誌（「かもあおい」）は同窓生の皆様からの支援金によって発行・郵送して

おります。引き続き同窓生の皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

令和２年度決算及び監査報告 

 



 

 

 

 



 

 

第２号議案 令和３年度会務計画（案）並びに予算（案） 

 

令和３年度会務計画（案） 

 

期  日 会  務 

令和３年 ８月 １日（日） 第 68回同窓会総会・懇親会中止 

令和３年 ９月１８日（土） 第１回会誌編集委員会 

令和３年１２月２４日（金） 同窓会誌（かもあおい）第 13号発行 

令和４年 ２月１２日（土） 第 69回同窓会総会第１回当番幹事会 

令和４年 ２月２８日（月） 
第 73回同窓会入会式（新入会員 273名） 

卒業記念品贈呈 

令和４年 ３月 １日（火） 第 73回卒業証書授与式 

令和４年 ４月１６日（土） 第 69回同窓会総会第２回当番幹事会 

令和４年 ５月１５日（日） 開校記念日（創立 116周年） 

令和４年 ６月２７日（月） 会計監査 

令和４年 ７月 ２日（土） 
理事・評議員会 

第 69回同窓会総会第３回当番幹事会 

令和４年 ８月 ７日（日） 
第 69回同窓会総会・懇親会 

会場 グランラセーレ東広島 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

令和３年度予算（案） 

 

【収入の部】

令和２年度 令和３年度
決　算　額 予　算　額

本年度同窓会入会金 1,386,000 1,638,000 6,000円×273人(現3学年)

葵基金より繰り入れ 0 0 本年度姉妹校交流訪問中止

総会会費 0 0 本年度開催中止

利息，他 114,137 130,000 利息，会誌広告代，名簿頒布等

令和３年度収入小計 1,500,137 1,768,000

前年度よりの繰越金 7,946,872 8,244,971

収入合計 9,447,009 10,012,971

【支出の部】

令和２年度 令和３年度
決　算　額 予　算　額

同窓会総会費 13,310 15,000 開催中止広告費

卒業記念品分担金 132,825 156,975 575円×273人(現3学年)

クラブ活動支援費 206,500 300,000

教育支援費 0 300,000

会議・通信費 53,181 80,000

記念品料・慶弔費 33,000 50,000

卒業アルバム購入代金 6,000 10,000

同窓会活性費 0 100,000

施設設備費 145,735 300,000 電話・電気代，ホームページ新設

事務局費 256,235 300,000 人件費・ＯＡ機器・用紙等

広告･会誌費 5,252 10,000

予備費 350,000 146,025

支出合計 1,202,038 1,768,000

令和２年度 令和３年度
決　算　額 予　算　額

収入 9,447,009 10,012,971

支出 1,202,038 1,768,000

残金 8,244,971 8,244,971

繰越金 8,244,971 8,244,971

令和３年度 賀茂高校同窓会 一般会計予算（案）

項　目 備　考

項　目 備　考

項　目



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【収入の部】

令和２年度 令和３年度
決　算　額 予　算　額

前年度よりの繰越金 3,415,043 3,415,073

寄付金・利息等 30 30

収入合計 3,415,073 3,415,103

【支出の部】

令和２年度 令和３年度
決　算　額 予　算　額

一般会計へ繰り出し 0 0 本年度姉妹校交流訪問中止

支出合計 0 0

令和２年度 令和３年度
決　算　額 予　算　額

収入 3,415,073 3,415,103

支出 0 0

残金 3,415,073 3,415,103

繰越金 3,415,073 3,415,103

項　目

令和３年度 賀茂高校同窓会 葵基金予算（案）

項　目 備　考

項　目 備　考



 

 

第３号議案 令和３年度役員選任（案） 

 

 

 

＜会長＞ 荒　谷　耕　二 賀茂33 昭57 中　尾　直　文 賀茂22 昭46

川　﨑　信　文 賀茂21 昭45 宝　積　良　忠 賀茂23 昭47

＜事務局員・校内理事＞ 多尾(本城)貴美恵 賀茂23 昭47

＜副会長＞ 田原(内藤)日月 賀茂32 昭56 西垣内　　　久 賀茂23 昭47

高　木　昭　夫 賀茂21 昭45 南場(木原)紀子 賀茂39 昭63 新甲(部谷)京子 賀茂23 昭47

三　宅　達　士 賀茂22 昭46 為岡(末国)富子 賀茂24 昭48

蓮　池　　　稔 賀茂31 昭55 安達(坪井)僚子 賀茂24 昭48

＜評議員＞ 松葉(中田)将裕 賀茂25 昭49

＜監査＞ 財満(財満)和子 賀女20 昭18 宮内(玉江)元子 賀茂25 昭49

宝　積　良　忠 賀茂23 昭47 中原(内藤)頼子 賀女24 昭22 小　柳　義　男 賀茂26 昭50

来　得　康　徳 賀茂26 昭50 大森(森江)和子 賀女25 昭23 小川(坂本)百合子 賀茂26 昭50

川手(中光)ナツ子 旧賀茂 昭24 梶　永　恭　明 賀茂26 昭50

＜名誉会長＞ 光本(柿谷)栄子 西条２ 昭26 西野木　清　邦 賀茂26 昭50

山　田　剛　司 幾田(掛井)亮子 西条４ 昭28 来　得　康　徳 賀茂26 昭50

木　原　忠　士 賀茂５ 昭29 上野(加藤)紀美子 賀茂26 昭50

＜顧問＞ 荒谷(内藤)千鶴枝 賀茂５ 昭29 上西(工広)恵子 賀茂26 昭50

菅　川　健　二 賀茂８ 昭32 高東(本城)康子 賀茂５ 昭29 梶　森　久　史 賀茂27 昭51

黒　川　浩　明 賀茂12 昭36 荒　谷　正　幸 賀茂７ 昭31 増　田　泰　二 賀茂27 昭51

木　本　　　厚 賀茂16 昭40 山　田　孝　子 賀茂８ 昭32 隠善(隠善)由紀子 賀茂28 昭52

石井(池田)洋子 賀茂８ 昭32 仁井(見山)真奈美 賀茂28 昭52

＜事務局長＞ 道面(林)富士子 賀茂８ 昭32 溝　手　純　二　 賀茂29 昭53

大　石　秀　邦 賀茂29 昭53 山　岡　義　文 賀茂９ 昭33 岡本(佐藤)光子 賀茂29 昭53

田　原　美恵子 賀茂９ 昭33 谷(行友)　晴美 賀茂29 昭53

＜理事＞ 古西(富田)紀子 賀茂９ 昭33 石川(栗栖)小恵 賀茂30 昭54

石　井　良　造 西条１ 昭25 小　迫　秋　雄 賀茂10 昭34 寺田(本川)千歳 賀茂30 昭54

武　田　戦太郎 賀茂５ 昭29 中村(貫名)恵子 賀茂10 昭34 菅　田　尚　紀 賀茂31 昭55

鳴　尾　善　彦 賀茂５ 昭29 梅田(槙永)澄江 賀茂11 昭35 梶　森　五　善 賀茂31 昭55

尾茂田(新矢)恵美子 賀茂５ 昭29 脇(佐々木)節子 賀茂12 昭36 岸　　　年　勝 賀茂31 昭55

松　本　　　諭 賀茂６ 昭30 福　村　明　士 賀茂12 昭36 市　地　　　清 賀茂31 昭55

本　光　伸　昭 賀茂６ 昭30 青　木　伸　興 賀茂12 昭36 笹　本　徳　康 賀茂31 昭55

近　藤　五十憲 賀茂７ 昭31 白　島　洋　司 賀茂13 昭37 檜　山　真由美 賀茂31 昭55

鈴　木　榮　三 賀茂８ 昭32 吉　田　紘　史 賀茂13 昭37 岡　野　明　美 賀茂31 昭55

岩　浅　　　清 賀茂10 昭34 神　田　　　武 賀茂14 昭38 上　田　富美子 賀茂31 昭55

重　河　康　弘 賀茂10 昭34 小　林　征　司 賀茂14 昭38 上　加　　　潤 賀茂32 昭56

藤　井　良　則 賀茂10 昭34 有　場　文　江 賀茂14 昭38 高　山　　　勉 賀茂33 昭57

下　村　昭　治 賀茂12 昭36 新　井　光　彦 賀茂15 昭39 加　藤　真　悟 賀茂33 昭57

財　満　洋　策 賀茂12 昭36 吉　川　澄　生 賀茂16 昭40 新宅(藤原)美幸 賀茂33 昭57

吉　澤　幸　宣 賀茂13 昭37 荻野(金原)憲子 賀茂16 昭40 原　田　誠　司 賀茂34 昭58

森　沢　　　薫 賀茂14 昭38 蔵　楽　知　昭 賀茂16 昭40 山本(粂井)美香 賀茂34 昭58

蔵　田　　　憲 賀茂16 昭40 山口(本城)節子 賀茂17 昭41 小川(田島)由利 賀茂34 昭58

木村(菅生)　茂 賀茂16 昭40 古土井(高橋)妙子 賀茂17 昭41 山　田　え　り 賀茂35 昭59

高　藤　和　昭 賀茂16 昭40 柴田(大多和)良子 賀茂18 昭42 柴　田　尚　彦 賀茂36 昭60

脇坂(青木)範子 賀茂16 昭40 伊　関　敏　雄 賀茂19 昭43 梶　原　暁　子 賀茂36 昭60

土　肥　康　宏 賀茂16 昭40 光　川　　　潔 賀茂19 昭43 杉原(金本)由紀子 賀茂36 昭60

中　村　義　一 賀茂17 昭41 舛　金　利　信 賀茂19 昭43 辻道(村田)まなみ 賀茂36 昭60

桧　高　健　次 賀茂17 昭41 仲(好川)あけみ 賀茂19 昭43 日　戸　雄一郎 賀茂37 昭61

窪　田　恒　治 賀茂21 昭45 応　原　一　路 賀茂20 昭44 佐々木　紀　枝 賀茂37 昭61

黒　川　義　之 賀茂23 昭47 渡　辺　義　典 賀茂20 昭44 古長(末中)美和 賀茂37 昭61

円　奈　勝　治 賀茂24 昭48 實　友　武　士 賀茂22 昭46 大　田　正　男 賀茂38 昭62

大　石　秀　邦 賀茂29 昭53 寺井(蔵田)由美子 賀茂22 昭46 片　岡　めぐみ 賀茂39 昭63

福　場　浩　美 賀茂30 昭54 井上(沖田)玲子 賀茂22 昭46 向　井　義　和 賀茂40 平元

母校現職校長

（令和３年7月現在）



 

 

 

 

 

辻(小池)かおり 賀茂40 平元 伊　東　夏　実 賀茂57 平18

上　野　高　寛 賀茂40 平元 片　蓋　清　文 賀茂58 平19 杉　田　貴　優 賀茂71 令２

山根(竹井)理恵 賀茂40 平元 後　藤　明日香 賀茂58 平19 豊　田　純　平 賀茂71 令２

川　尻　裕　子 賀茂40 平元 神　﨑　由　樹 賀茂58 平19 上　山　倫　亜 賀茂72 令３

貞森(佐藤)朱帆子 賀茂40 平元 小名田　　　明 賀茂58 平19 岡　田　茉　夕 賀茂72 令３

秋　竹　恵美子 賀茂41 平２ 錦　織　隆　志 賀茂59 平20 金　田　虎　大 賀茂72 令３

谷　本　光　繁 賀茂42 平３ 岩　土　　　剛 賀茂59 平20 島　田　拓　飛 賀茂72 令３

本　川　公　子 賀茂42 平３ 政　喜　　　綾 賀茂60 平21

大　塚　純　子 賀茂42 平３ 萬　行　裕　紀 賀茂60 平21

平　山　恭　子 賀茂42 平３ 竹　村　展　平 賀茂60 平21

中原(田島)伸子 賀茂43 平４ 藤　懸　紗　代 賀茂60 平21 支部役員

藤　田　誉　典 賀茂43 平４ 黒　川　菜津美 賀茂61 平22

橋中(平賀)こずえ 賀茂43 平４ 進　藤　　　海 賀茂61 平22 ＜賀女・広島＞

古　川　智　朗 賀茂44 平５ 水　野　綾　香 賀茂61 平22 　支部長　　高橋(生武)繁子

大　橋　朋　美 賀茂44 平５ 荒　西　勇　輔 賀茂61 平22 　　　　　　　 賀女24　昭22

佐　藤　絹　枝 賀茂44 平５ 土　屋　　　鴻 賀茂62 平23 　副支部長　中原(内藤)頼子

多　田　賢一郎 賀茂45 平６ 福　原　香　苗 賀茂62 平23 　　　　　　　 賀女24　昭22

渡邉(大石)文子 賀茂45 平６ 時　友　雅　俊 賀茂62 平23 ＜賀女・黒瀬＞

大久保　康　由 賀茂45 平６ 植　重　舞　衣 賀茂62 平23 　支部長　　橋本(細谷)繁子

野津(平原)桂子 賀茂45 平６ 逸　見　史　織 賀茂63 平24 　　　　　　　 賀女22　昭20

諏　訪　剛　士 賀茂46 平７ 福　井　かんな 賀茂63 平24 ＜高屋＞

小　川　　　潤 賀茂46 平７ 後　藤　良　太 賀茂63 平24 　支部長　　池　田　正　昭

松本(坂岡)みどり 賀茂46 平７ 二　宮　大　地　 賀茂63 平24 　　　　　　　 西条３　昭27

木　原　美　紀 賀茂46 平７ 岡　村　美　幸 賀茂64 平25 ＜広島県庁＞

為　岡　和　恵 賀茂46 平７ 佐々木　智　恵 賀茂64 平25 　支部長　　宮谷(井林)留美

水　野　博　史 賀茂47 平８ 秋　山　那由他 賀茂64 平25 　　　　　　　 賀茂37　昭61

川　手　晶　子 賀茂47 平８ 源　内　紀　輝 賀茂64 平25 ＜広島市役所＞

小　西　由　佳 賀茂48 平９ 天　満　涼　子 賀茂65 平26 　世話人　　円　奈　勝　治

田　丸　和　宏 賀茂49 平10 橋　本　敦　人 賀茂65 平26 　　　　　　　 賀茂24　昭48

萩　原　福　子 賀茂49 平10 﨑　原　嘉　子 賀茂65 平26 ＜関東支部＞

東　　　亜希子 賀茂49 平10 保　元　健　登 賀茂65 平26 　支部長　　藤　瀬　活　子

安　長　照　道 賀茂50 平11 仙　本　沙也佳 賀茂66 平27 　　　　　　　 賀茂13　昭37

田　中　登美子 賀茂50 平11 岡　田　麻　美 賀茂66 平27

大　和　千　秋 賀茂51 平12 近　藤　史　斗 賀茂66 平27

丸　川　史　織 賀茂51 平12 福　畠　健　司 賀茂66 平27

香　川　育　恵 賀茂51 平12 住　谷　拓　海 賀茂67 平28

黒住(徳重)智恵 賀茂52 平13 児　玉　直　也 賀茂67 平28 新任
山下(大下)奈巳 賀茂52 平13 下　江　珠　代 賀茂67 平28

植　木　一　博 賀茂53 平14 金　久　いずみ 賀茂67 平28

山口(西岡)仁美 賀茂53 平14 新　谷　友　望 賀茂68 平29

貫　目　　　愛 賀茂53 平14 宗　藤　永　莉 賀茂68 平29

古　城　将　彰 賀茂54 平15 池　田　翔　香 賀茂68 平29

大　石　悦　子 賀茂54 平15 小　椋　智　弘 賀茂68 平29

仁　井　大　介 賀茂55 平16 古　賀　千　晶 賀茂69 平30

岡　　　由紀乃 賀茂55 平16 土　田　龍　郎 賀茂69 平30

松　原　みれい 賀茂56 平17 内　田　雄　大 賀茂69 平30

安　長　達　也 賀茂56 平17 土　井　颯　人 賀茂69 平30

天　川　一　明 賀茂56 平17 中　村　彩　音 賀茂70 平31

福　本　光　貴 賀茂56 平17 大　目　祐　毅 賀茂70 平31

牛　尾　達　朗 賀茂57 平18 佐　道　麻　衣 賀茂70 平31

西　村　智　紘 賀茂57 平18 八　幡　慎太郎 賀茂70 平31

池　田　真　莉 賀茂57 平18 清　水　ゆ　い 賀茂71 令２

亀井(石田)莉菜 賀茂57 平18 中　廣　桃　花 賀茂71 令２



 

 

同 窓 会 規 約 

昭和31年８月７日決定 

昭和59年８月５日改正 

平成９年８月３日改正 

平成22年８月１日改正 

第１章 総   則  

 

第１条 本会は広島県立賀茂高等学校同窓会と称する。 

第２条 本会は事務局を広島県立賀茂高等学校内におく。 

第３条 本会は会員相互の教養・親睦につとめ，併せて母校の事業を援助することを目的とする。 

第４条 本会の事業は次の通りとする。 

１．講演会又は講習会の開催 

２．会誌・図書の発行 

３．会員間の慶弔および表彰 

４．その他，本会の目的達成のために必要な事業 

第５条 本会運営を円滑にするため，必要に応じて地域別に支部を設ける。 

 

第２章 会   員 

 

第６条 本会の会員はこれを正会員及び特別会員とする。正会員は次の各号の学校の卒業生で所

定の入会金を納めたものとする。 

        １．私立西条女学校（明治３９年～） 

２．私立西条実科高等女学校（明治４４年～） 

３．町村組合立広島県賀茂高等女学校（大正１２年～） 

４．広島県立賀茂高等女学校（大正１５年～）（併設中学校昭和２３年卒を含む） 

５．(旧)広島県賀茂高等学校（昭和２３年）（併設中学校昭和２４年卒を含む） 

６．広島県西条高等学校（普通科・生活科・家庭科）（昭和２４年～） 

７．広島県賀茂高等学校（昭和２８年～） 

８．広島県立賀茂高等学校（昭和４３年１０月～） 

特別会員は前各号の教職員として在職した者および母校の在職中の教職員とする。 

 

第３章 役 職 員 

 

第７条 本会に次の役職員を置き，それぞれの選出法により決定する。 

名誉会長 １ 名 母校の現職校長 

会  長  １ 名  理事会で推薦し，総会で決定する。 

副 会 長  若干名  理事会で推薦し，総会で決定する。 

          理  事  適 数 評議員および母校在職中の正会員より互選する。 

会長，副会長も理事とする。 

事務局長 １ 名  理事中より互選する。 



 

 

事務局員 若干名 理事中より互選する。 

監  査 ２ 名  理事会で推薦し，総会で決定する。 

評 議 員 各卒業年度より原則３名以内および母校在職中の正会員より若干名それぞ

れにおいて選出する。 

顧  問  若干名 本会に特に功労のあった者を推挙する。 

２ 会長は，本会の事務を執行するため，特に必要があると認めた場合は，委員会を置くこ

とができる。 

第８条 各役員はいずれも１ヶ年とする。ただし，再任を妨げない。任期満了前の辞任の場合，

又は任期終了後でも，後任者が決定するまでは引き続き職務を行わなければならない。

特に，評議員においては，職務遂行に不都合を生じた場合は，同じ卒業年度より後任者

を会長に推薦し，決定した後辞任するものとする。 

第９条 会長は本会を代表し，会務を統括する。名誉会長は会長と共に本会の発展を図る。 

副会長は会長を補佐し，会長に事故ある時はその職務を代行する。 

第10条 理事は連帯して本会の事業の推進に当たり，必要に応じて会務を分担する。 

常時会務を掌るため，事務局長および事務局員で事務局を構成し，役務分担を定めて，

本会の円滑な運営をはかる。 

第11条 支部に支部長１名を置き，本部・支部間の連絡を図る。その任期は支部で定める。 

第12条 本会の事務処理のために特に必要あるときは，会長は事務局員のほかに書記若干名を任

命することができる。 

 

第４章 総会，理事会および評議員会 

 

第13条 定期総会は毎年１回開催する。 

第14条 臨時総会は，理事会で必要と認めたとき開催する。 

第15条 総会，理事会，評議員会は会長が招集する。 

第16条 総会で行う事項は次の通りである。 

１．会務の報告 

２．本会の予算の決定および決算の承認 

３．入会金および会費の決定 

４．財産の調査および処理方法の承認 

５．規約の変更 

６．本会の解散 

７．その他必要と認める事項 

第17条 総会の議長は出席会員の互選とする。 

第18条 総会の議事は出席会員の過半数によって決定する。但し，可否同数のときは議長の決す

るところによる。 

第19条 規約の変更，財産の処分は総会において出席会員の半数以上，解散は出席会員の３分の

２以上の同意を要する。 

第20条 理事会は会長が必要と認めたとき，又は理事の総数の３分の１以上の請求があった時招

集する。 



 

 

第21条 理事会が行う事項は次の通りとする。 

１．講演会，又は講習会に関する事項 

２．会誌・図書の発行に関する事項 

３．会員間の慶弔および表彰に関する事項 

４．総会，評議員会，支部長会の開催並びにその議決執行に関する事項 

５．その他必要と認める事項 

第22条 理事会は委任状を併せて，その３分の１以上の出席がなければ成立しない。 

第23条 理事会の議決は出席理事の過半数によって決定する。但し，可否同数の時は会長の決す

るところによる。 

第24条 評議員会は毎年１回開催する。ただし，理事会で必要と認めれば，臨時に開催すること

ができる。 

第25条 評議員会は理事会の諮問に基づき，本会の運営に関する重要事項を審議する。 

第26条 評議員会は委任状を併せ，その３分の１以上の出席がなければ成立しない。評議員会の

議長は評議員の互選とする。 

第27条 評議員会の議事は出席評議員の過半数によって決定する。但し，可否同数の時は議長の

決するところによる。評議員以外の役員も評議員会に出席して意見を述べることができ

る。但し，議決権は有しない。 

第28条 緊急を要する事項については，評議員会の決議は総会の決議に代えることができる。た

だし，この場合には，総会において報告し事後承認を得なければならない。 

 

第５章 会   計 

 

第29条 本会の会計年度は，毎年７月１日に始まり翌年６月３０日に終わる。 

第30条 本会の経費は，入会金，会費及び寄付金を充てる。 

第31条 本会の予算は，新会計年度までに理事会が作成し，総会の承認を得なければならない。 

第32条 本会の決算は，理事会が作成し，監査に附したのち，翌年度の総会の承認を受けなけれ

ばならない。 

 

第６章 支   部 

 

第33条 支部は本会の運営を円滑にするため，次の事項を行う。 

１．支部会員の会合を催す。 

２．会費および寄付金納付の事務を補助する。 

３．会誌の資料を提供する。 

第34条 支部に関する細則は支部で定める。 

第35条 支部長は毎年４月末現在の会員の動静，その他支部で行った主な事業を本部に報告する

ものとする。 

 



 

 

賀茂葵基金設置要綱 

 

 

 

〈名称〉 

 第１条 この基金は、賀茂葵基金と称する。 

 

〈目的〉 

 第２条 この基金は、賀茂高等学校の教育活動の充実を図り、賀茂高生の教育活動への援助を

通し、将来、社会へ貢献する人物の育成を目的として設置するものとする。 

 

〈基金の額〉 

 第３条 この基金は、平成 19年度同窓会会計予算から 500万円を積み立てることとし、次年度

以降必要に応じ、積み増しすることができるものとする。 

2 この基金は、原則として毎年度５０万円の範囲で取り崩しすることができるものとする。 

 

〈基金の充当〉 

第４条 この基金は、次の各号に要する経費の一部に充当するものとする。 

1 国際交流に要する経費（留学及びホームスティへの援助） 

2 大学等の交流事業 

3 その他教育支援費（各種研修および発表会への援助等） 

 

〈運営〉 

 第５条 基金の運営は、同窓会理事会があたるものとする。但し、緊急な対応を要する場合は、

10万円を限度に同窓会長が専決できるものとする。 

 

〈報告〉 

 第６条 一年間の活動・会計報告は、総会で行うものとする。 

 

  

＜附則＞ 

この基金の発足は、平成 19年 9月 1日から適用するものとする。 


